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広島市長  松井一實様               令和元年 6 月吉日 

ご担当課  健康福祉局原爆被害対策部調査課 御中 

平和祈念式典中のデモ規制条例アンケートの件  

前略 

広島市が平和祈念式典中のデモを規制する条例制定の可否を、アンケート調査され

ていると承知しています。式典会場まで響くデモの音を問題にされています。私達も

例年、原爆被害者遺族として式典に参列致しますが、遠雷のように鳴り響く拡声器の

音は、慰霊の祈りへの著しい障害としか感じられません。静謐な環境での慰霊を捧げ

るために、頭記条例の制定を強く望みます。 

これに対して、表現の自由を理由にした「言論弾圧」とか「言論統制」などの反論

もあるようですが、違和感が拭えません。というのは、私達は平成 21 年に広島市長

（当時）から、式典とは異なる時間と場所での私的屋内講演会であるにもかかわらず、

「日程変更」（付属資料１参照）要求を受けたのですが、いかなる識者もマスコミも

「表現の自由」で市長要求を批判した者は皆無。 批判の刃は私達に向かいました。 

今回の広島市アンケートは、基本的には広島平和公園という「パブリック・フォー

ラム」に関するものです。この地域における「表現の自由」と「公共の福祉」との関

係では、吉祥寺駅構内ビラ配布事件判例（昭和 59 年 12 月 18 日最高裁）にて、表現

の自由を一定程度抑制するのは正当となっています。他方、平成 21 年の広島市長要

求は、「パブリック・フォーラム」外で、他の団体等が種々活動する中で、私達だけを

対象にした著しく公平性を欠くものでした。尚、平成 22 年にも市長は私達を直接批

判する言動（付属資料２参照）をされましたが、その文言は、今回のアンケート問題

を引き起こした方々に向かうべきであります。 

平成 22 年市長談：「お考えいただくのは、そういった皆さんの方で、・・被爆者の皆

さんの今も続く痛みということは尊重しなくてはいけない・・」      草々 

 
       平和と安全を求める被爆者たちの会 代表  山本 匡（被爆二世） 
             同上         副代表 池中美平（被爆二世）（文責） 
       8.6 広島平和ミーティング実行委員長    蓼 征成（被爆二世） 



 
 
 

付属資料１ 



 
 

 平成２２年６月３日の広島市定例記者会見詳報（市広報より式典関係部分引用） 

 

記者 市政から離れるんですけども、昨年ちょっと話題になりました田母神さんが 8

月 6 日に講演を行いましたけれども、また案内のチラシも記者クラブの方に提出され

てましたが、今年も 8 月 6 日に田母神さんを招いて講演をするということで、こういう

質問をするとためにする質問のようで恐縮なんですけれども、市長、率直なところ何

か一言。 

 

市長 そうですか。それは今初めて聞きました。去年は主催者それから講演される方、

内容が分かっていましたので、8 月 6 日、言論の自由ということは尊重しなくてはいけ

ませんので、それは大前提として、誰がどこで何を言おうと言論の自由というのは保

障されなくてはいけないということはまず申し上げて、ただ 8 月 6 日の広島というのは

特に高齢化されている被爆者の皆さんにとっては大事な日、鎮魂の日でもあるので、

その被爆者の皆さんの気持ちを大切にするということもお考えくださいということは申

し上げました。 

 

今年、どうするのか、そういったところ、少しでも被爆者の気持ちをくみ取ってくださ

っているのであれば 何もしなくてもいいかもしれませんけれども、問題は言論の自

由の問題ではなくて、 やっぱり多くの被爆者の皆さんのように大変な苦労をされた

方の悲しみをですね、8 月 6 日、私たち、広島で一緒に生活をしている広島市民とし

て、あるいは日本の国の中あるいは世界の人として、そういう被爆者の皆さんの気

持ちをどう我々自身が受け止めるかというレベルの話だと思いますので、そういう視

点から考える必要があるのかなと。我々はそれを考えているんですけど、こういった

講演会等を主催される皆さんがそれをどうお考えになっているかというところが問わ

れている問題だと思いますので、話はどちらかというとお考えいただくのは、そういっ

た皆さんの方で、我々としてはやはり被爆体験、それから被爆者の皆さんの今も続く

痛みということは尊重しなくてはいけないというふうに思っています。 

 

記者 確認ですが、基本的には言論の自由を大前提とした上で、やはり気持ちを尊

重していただきたいというそういう昨年のお考えとやはり同一で変わりはないというこ

とで。 

 

市長 昨年申し上げたのは基本的なところだと思いますので、ですから、この一年間

で例えば憲法が改正されて言論の自由がなくなったとかそういう事態ではありません

ので、そこの基本線は変わらないと思いますけれども。 
 
 

付属資料２ 


